
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 

 

単位：円 支出の部                 

 

収入の部                  

 

収支差額残額（A-B）303，644 円は令和３年度へ繰り越します。 

 

▶▶▶ 裏面に、令和３年度 収支予算書 と続きます 

 

 

令和２年度は、これまでの自治協部会活動を一旦中断し 

今後の自治協事業の在り方を検討した１年でした。 

 

 

（敬称略） 

会 長 

山本 寛 

回 

覧 

上野南部地区住民自治協議会広報紙 第 57号 

 この度、上野南部地区住民自治協議会の会長に就任いたしました。 

微力ではございますが精一杯務めさせていただく所存です。 

 昨年度は、会長職務代理者として皆様のご協力を得て１年をかけて、 

自治協見直しのため検討委員会を設置し、アンケート調査で皆様のご意見

を反映した事業の見直しを行いました。行政からの交付金が削減され、 

自治会・自治協ともに厳しい状況ではございますが、皆様のご協力のもと

役員一同力を合わせて２年間取り組んでまいりたいと思います。 

 皆様のより一層のご指導、ご協力を賜わります様お願い申し上げ、 

ご挨拶とさせていただきます。 

 

令和３年度の上野南部地区住民自治協議会定期総会は新型コロナの感染拡大状況を 

踏まえて、書面表決で実施され、次の通り議案は承認されましたのでご報告致します。 

 

令和３年度より、紙面をリニューアルいたしました。 

今年度の自治協の活動を随時、ホームページと広報紙で

お知らせいたしますので、ご覧ください。 

 ホームページアドレス  http://ueno-nanbu.com 

http: 

令和２年度 収支決算書 

 

総務部会 上野恵美須町 山本　 寛

自治・環境部会 上野鉄砲町 林　　隆治

地域安全部会 上野東忍町 森川　敏秀

教育文化部会 上野桑町 米田美紀子

健康スポーツ部会 上野桑町 吉永　幸次

ときめき部会 上野恵美須町 木宮　康介

広報部会 上野万町 上田　文司

単位：円 

令和３年６月１日 第 57 号 

発行 上野南部地区 

住民自治協議会 

編集 広報部会 

http://ueno-nanbu.com 

 

項　　　　目 予　算　額 決　算　額

２. 自治・環境活動費 4,623,000 4,597,332

 3.  繰　出　金 414,000 304,000

合　　　計 6,588,000 6,430,414

 備　  考

１. 運営事業費 1,551,000 1,529,082

運営委員会手当 250,500、各部会会議手当 22,000

検討委員会手当 53,000、事務局長手当等 324,250

印刷機管理費 368,686、事務用品購入費 121,898

消火器等購入費 141,250、青パト車管理費 100,948

パトロール御礼 17,380、ICT接続費等 50,160

外灯修繕等 30,910、うえのまちまちづくり協議会会費 4,000

ボランティア活動保険料 44,100

伊賀市との協定による１１項目の実施に伴う自治会への交付金　 4,433,000

無線機バッテリー購入 73,480

市長選挙公報配布手数料 50,600、ブロック別清掃奉仕 37,252

自治会主催スポーツ大会開催助成 3,000

公民館会計へ繰出し

  B

項　　　　目 予　算　額 決　算　額

１. 地域包括交付金 5,675,000 5,675,000

２. 公民館交付金 304,000 304,000

３. 地区分担金 110,000 110,000

４. 雑　収　入 119,987 266,045

５. 繰　越　金 379,013 379,013

合　　　計 6,588,000 6,734,058

消火器等購入負担金 141,250

無線機バッテリー購入負担金 36,300

市長選挙公報配布手数料 50,600、コピー料金 33,986

『上野南部地区の文化と歴史』冊子販売代金 3,900、預金利息

令和元年度からの繰越金

   A

青色パトロール車各自治会分担金 110,000

 備　  考

伊賀市地域包括交付金

上野南部公民館活動業務委託料

※太字は理事兼務 

会   長 上野恵美須町 山本　 寛

副会長 上野東忍町 加藤　隆夫

副会長 上野愛宕町 浅井佐代子

副会長 上野恵美須町 木宮　康介

会   計 上野東日南町 森崎喜代一

相談役 上野万町 森田　文彦

相談役 上野東日南町 風呂矢精二

監   事 上野桑町 森永　勝二

監   事 上野池町 栗本　了一

事務局長 上野西忍町 加納　宏二

顧   問 上野池町 濱瀨  達雄

顧   問 平野東町（上野愛宕町出身） 北森　 徹

上野愛宕町 木橋　謙治

上野池町 西口　 薫

上野恵美須町 山口　正恭

上野茅町 馬場　幸雄

上野桑町 吉永　幸次

上野鉄砲町 林　   隆治

上野西忍町 内田　和夫

上野西日南町 中村　靖詔

上野東忍町 加藤　隆夫

上野東日南町 森崎喜代一

上野万町 上田　晴宣



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日 

 

上野南部地区市民センターにて「上野南部地区の文化と歴史」冊子 

数量限定（１冊 300 円）で販売中。 上野南部地区市民センター ☎ 23－5236 

令和３年度 収支予算書 

     ※ 項目間の予算流用は、運営委員会の承認を得て行うことができる。 

 

支出の部                 

 

収入の部                  

 

 規約の一部を改正しました 

 

いとう旅館 
 

平成 23（2011）年に本館が国の登録有形文化財

に指定された元旅館です。 

元は、明治中期に開業した遊郭「旭楼」でしたが、

昭和 33（1958）年に増築して旅館となりました。 

中庭を囲むように北・東・西の棟があります。 

東側の棟は旭楼当時の建物がそのまま残っていて 

２階の 10 畳間の天井は格子天井で、天井板には 

63 枚の花鳥風月が描かれています。 

また、西側の建物には旭楼の名前にちなんで 

昇旭庵と名付けられた茶室があります。 

所在地 伊賀市上野桑町 1481 

 

単位：円 

項     目 予  算  額 備     考

１. 地域包括交付金 5,219,000 伊賀市地域包括交付金

２. 公民館交付金 273,000 上野南部公民館活動事業委託料

３. 地区分担金 55,000
青色パトロール車各自治会分担金
　5,000×11町

４. 雑　収　入 202,356
選挙公報配布料、コピー料金、
マラソン謝礼等

５. 繰　越　金 303,644 令和２年度からの繰越

合　　　計 6,053,000

「上野南部地区の文化と歴史」史跡編より 

単位：円 

項     目 予  算  額 備     考

3. 地域安全活動費 30,000 避難所運営訓練、防災資機材管理

4. 教育文化活動費 0 休 部

5. 健康スポーツ活動費 173,000
体力測定・健康講話、ボウリング大会、
自治会主催スポーツ大会助成

6. ときめき活動費 12,000 『上野南部地区の歴史と文化』の勉強会

7. 広報活動費 82,000 協議会だより発行、ホームページ更新

8. 繰　出　金 273,000 公民館会計へ繰出し

合　　　計 6,053,000

1. 運営事業費 1,538,000

事務用品、コピー機管理、
ボランティア活動保険料、
運営委員会委員等の実費支弁、
講演会等人権啓発事業、
中心市街地活性化事業協賛、地域安全事業、
南平野木興線建設促進期成同盟会、
地域ケアネットワーク会議など

2. 自治・環境活動費 3,945,000
伊賀市との協定による業務実施  3,776,000

交通安全指導、ブロック別出前講座開催助成、
選挙公報配布、清掃奉仕など

第１４条（運営委員会） 第１４条（運営委員会）

　　  運営委員会は、会長、副会長、会計、事務局、自治会長 　　  運営委員会は、会長、副会長、会計、事務局長、自治会長

改　正　前 改　正　後

上野南部地区住民自治協議会規約 上野南部地区住民自治協議会規約

第１５条（実行委員会）

　２．実行委員会に次の部会を置く。 　２．実行委員会に次の部会を置く。

　  及び各部会長により構成する。   　及び各部会長により構成する。

　5．会長は、運営委員会の議長となる。 　5．会長又は副会長は、運営委員会の議長となる。

　この規約は、令和３年５月２１日から施行する。

　（５）きらきら福祉部会➪削除

　（６）健康スポーツ部会 　（６）➪（５）健康スポーツ部会

　（７）ときめき部会 　（７）➪（６）ときめき部会

　（８）広報部会 　（８）➪（７）広報部会

　（１）総務部会 　（１）総務部会

　（２）自治・環境部会 　（２）自治・環境部会

　（３）地域安全・女性部会

第１５条（実行委員会）

　（３）地域安全部会

　（４）教育文化部会 　（４）教育文化部会

　（５）きらきら福祉部会

附則


